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１．計画等概要

基準値
(H26)

実績
(H27)

達成率

100% 100% ―

ⅲ）ＮＰＯとの連携による自立支援と予防教育の実施

・ＮＰＯとの協働による、ＤＶ被害者等の自立のため、ステップハウスの運営など、被害者の立場に立った、きめ細かな相談及び切れ目のない支援を行い、被害者の早期自立に寄与している。
・ＤＶ予防教育については、高等学校を主に実施しているが、今後は中学校での実施についても手法等を検討する必要がある。

【事業群取組内容（総合計画に掲げる取組）の分析】

《取組項目及び現状と課題》

ⅰ）婦人相談員を設置し、相談、指導を実施

　女性の基本的人権の保障という視点に立って、女性が抱える様々な問題や悩みに対して相談事業、指導事業を実施している。
特に近年ＤＶ等暴力被害を受けているケースが増加しており、今後とも相談の場としての婦人相談所、配偶者暴力相談支援センターの周知を進める必要がある。

ⅱ）ＤＶ被害者等への対応

　本県においては、婦人相談所が配偶者暴力相談支援センターを兼ねて対応している。
配偶者からの暴力被害者や同伴する児童に対して、専門家によるカウンセリングを実施し自立への支援を行っており、ＤＶ被害者等を支援。

ステップハウスでの支援を希
望する世帯への対応比率

100%

　ＤＶ被害者等が一時保護所を退所後、自立するための支援として、中期的に入所する施設であるステップハウスについては、希望す
る世帯へ全て対応した。

　※ステップハウス：一時保護所退所者等で自立が困難な方が地域社会で自立をした生活を送ることができるまでの間、支援を受けながら入所する施設
事業群の進捗状況 －

事業群指標
最終目標

（H32）
【進捗状況の分析】

施 策 名 きめ細かな対応が必要な子どもと親への支援 課 ( 室 ) 長 名 吉田　弘毅

事 業 群 名 DV被害者への支援及びＤＶ予防について 事業群関係課(室)

基 本 戦 略 名 互いに支えあい見守る社会をつくる 事 業 群 主 管 所 属 こども政策局こども家庭課

【事業群取組内容（総合計画に掲げる取組）】

《長崎県総合計画チャレンジ2020　本文》

中学・高校生への予防教育を推進するとともに、ＤＶ被害者の立場にたった相談から自立までのきめ細かな被害者支援及び同伴児童への支援を「長崎モデル」と呼び推進していきます。

　※ＤＶ<Domestic Violence>：配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から受ける暴力



２．27年度取組実績

H27実績 一般財源 人件費(参考) H27目標 H27実績 達成率

H28計画 一般財源 人件費(参考) H28目標 ― ―

数値目標なし 5,228 ―

数値目標なし ― ―

数値目標なし 5,228 ―

数値目標なし ― ―

数値目標なし 1,352 ―

数値目標なし ― ―

100 100 100%

100 ― ―

数値目標なし 95 ―

数値目標なし ― ―

数値目標なし 57 ―

数値目標なし ― ―

ＤＶ被害者等

ＤＶ被害者の自立のため、被害者の立場
にたった相談から自立までのきめ細かな
支援を行うとともに、被害者の早期自立に
つなげ、暴力を未然に防ぐ予防教育や啓
発活動を実施した。

活動
指標 同行支援回数（回） ＤＶ被害者の自立支援として57名を対象

に支援を実施し、ステップハウス入所5名
についても支援を実施した。また、予防教
育を中学校1校、高等学校24校、生徒数
合計7,304人に実施した。成果

指標
自立支援世帯数（世
帯）

取組
項目
ⅲ

ＤＶ被害者自立支援事
業

H23-

18,911 18,911 5,639

19,585 19,579 3,226

こども家庭課

3,679 2,117 9,687 成果
指標

解決が図られた率
（％）

10,472

ＤＶ被害者等

ＤＶ被害者や同伴する児童に対して、専
門家によるカウンセリングを実施し自立へ
の支援を行った。県ＤＶ対策等推進会議を
設置し、ＤＶ関係機関のネットワークを形
成するとともに、婦人相談員等関係職員
の資質向上を図った。

活動
指標 相談件数（件） 配偶者による暴力にかかる相談件数は、

平成25年度に減少したものの平成26年
度から増加しており、依然としてその必要
性は高く、平成27年度も1,352件の相談に
対応した。

8,666 6,657 4,839 成果
指標

相談件数のうち、相談
対応件数（件）

4,833

ＤＶ被害者等

女性が抱える様々な問題や悩みに対し
て、長崎・佐世保こども・女性・障害者支
援センターに配置している婦人相談員に
よる相談事業、指導事業を実施した。

活動
指標 相談件数（件）

配偶者の暴力や離婚問題など来所や電
話等により、平成27年度は5,228件の相
談に対応した。

取組
項目
ⅰ

婦人相談員設置費

H14-

7,554 5,545

こども家庭課

取組
項目
ⅱ

配偶者暴力相談支援
対策費

H14-

3,376 2,093

こども家庭課

取組
項目

事務事業名 事業
期間

事業費(上段:実績、下段:計画、単位:千円） 事　　　業　　　概　　　要 指標（上段：活動指標、下段：成果指標）

事業の成果等

中
核
事
業

事業対象
事業内容

（事業の実施状況）
指標 主な目標

所管課(室)名



３．検証及び問題点の抽出
【課題解決に向けて取り組んだ事務事業の実績の検証】

４．29年度実施に向けた方向性
【問題点解決に向けた方向性】 【個別事務事業の見直し】

事業構築の視点

－

－

⑤

ⅲ）ＮＰＯとの連携による自立支援と予防教育の実施
　ＤＶ被害者の多くは、様々な問題を抱えており、短期間の支援で
自立に繋がるケースは非常に少なく、一定期間、生活の支援や精
神的な支援を継続的に行う必要がある。また、予防教育について
は、中学校での実施拡大に向け、ＤＶ予防教育指導員の活用、市
町事業での実施の拡大について引き続き検討が必要。

ＤＶ被害者自立支援
事業

ＤＶ被害者の自立に向け一時保護所の退所後も支援が必要な者への支援を引き続き実施して
いく。予防教育の中学校への実施拡大に向けた検討を行い、本事業を引き続き継続していく。

改善

ⅰ）婦人相談員を設置し、相談、指導を実施
　様々な相談に対応できるよう研修内容を見直し相談員の資質向
上を図っていく。

婦人相談員設置費
婦人相談件数は増加傾向にあり、相談員の重要性は増していることから、今後とも事業を継続し
ていく。

現状維持

ⅱ）ＤＶ被害者への対応
　ＤＶ被害者は精神的なダメージが大きく、同伴児童も面前ＤＶによ
り心のケアが必要である。また、ＤＶ対策には市町、警察、医療機
関等関係機関の連携が必要であり、今後も事業を実施していく。

配偶者暴力相談支援
対策費

婦人相談のうちＤＶ相談についても増加傾向にあり、ＤＶ被害者の自立のためにも本事業を引き
続き実施していく。

現状維持

ⅰ）婦人相談員を設置し、相談、指導を実施、ⅱ）ＤＶ被害者等への対応
女性が抱える問題は、複雑多様化しており、又、年々相談件数が増加傾向にあるため相談に適切に対応できるよう婦人相談員に対する研修を実施しているが、今後とも婦人相談員の資質向上と相談窓口等の周知
に努めていく必要がある。また、ＤＶ被害者に対し、専門的相談対応に加え、心理専門職員によるカウンセリングや同伴児童への学習面や情緒面等に配慮したきめ細やかな支援や、県ＤＶ対策等推進会議を設置し、
関係機関との連携を図ることでＤＶ被害者等の相談内容への対応や早期自立を支援しているが、継続した取り組みが必要。

ⅲ）ＮＰＯとの連携による自立支援と予防教育の実施
ＤＶ被害者は、地域社会で自立して生活できるようになるまで、短期間の支援で就労等の経済的自立に繋げることが困難なケースなど生活の支援や精神的な支援を必要とするケースが多いことから、一定期間支援
が必要と認められるケースを対象に、ステップハウスへの入所等により、支援対象者が抱える課題（精神の安定、人間関係の改善、親子関係の改善等）に対して解決に向けた支援を行うことでＤＶ被害者の自立につ
ながっている。また、ＤＶ相談件数の増加に伴い、予防教育への取組みが重要であり、これまで高等学校中心に行ってきたが、中学校での実施拡大のため、Ｈ22～24年度に養成した指導者活用や市町事業での実施
の拡大について検討が必要。

事務事業名 見直しの方向 見直し区分


